
～最大申請期限の例～

パターン①：事業完了日が４月１日から３月１日までの場合

R6/4/1

修了証等の発行日
or法人の支払日 
の遅い日 

交付申請書兼実績報告書 
提出期限

R6/5/1 R6/5/30

受講者の勤務開始日

修了証等の発行日が
この日以降の研修が対象

事業完了日から
起算して 30 日以内

パターン②：事業完了日が 3月 2日以降の場合

R6/4/1 R7/3/15 R7/3/31

受講者の勤務開始日

修了証等の発行日が
この日以降の研修が対象

修了証等の発行日
or法人の支払日 
の遅い日 

交付申請書兼実績報告書 
提出期限


